
様式２４号 

認定長期優良住宅申告書 

平成  年  月  日 
富 田 林 市 長 宛 
 

申告者 
               住 所                            

 
（フリガナ） 
氏 名                        ㊞   

                      （電話番号   -    -    ） 
 
富田林市税条例附則第７条の２第２項の規定により下記の通り申告します。 

家 屋 の 明 細 
所在地 

富田林市 

所 有 者  家屋番号 
 

種   類  構  造 
 

床 面 積 
㎡ 

うち居住の用に供する部分 

㎡ 

建築年月日 平成   年   月   日 

登記年月日 平成   年   月   日 

居住の用に 
供した年月日 

平成   年   月   日 

新築された日の翌年１月３１日までに申告してください。

この期間経過後に申告する場合には期間内に提出できなか

った理由 
①制度を知ったのが遅かったため 
②その他（                    ）

 
 
 

備考（受付印） 

 
《添付書類》（写しの提出により原本還付可能です。） 

・認定を受けて新築された住宅であることを証する書類（認定通知書） 
 

（裏面へ） 
 



（裏面） 
 
《適用対象家屋》 

ア．専用住宅や併用住宅であること（併用住宅については居住部分の割合が２分の１以上のもの

に限られます。） 
イ．床面積要件‥‥５０㎡以上２８０㎡以下（一戸建て以外の貸家住宅は４０㎡以上）（分譲マ

ンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積＋持分で按分した共

用部分の床面積」で判定します。） 
《減額される範囲》 

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分（居住部

分）だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、

居住用として用いられている部分の床面積が１２０㎡までのものはその全部が減額対象に、１２

０㎡を超えるものは１２０㎡分に相当する部分が減額対象になります。 
《減額される額》 

上記の減額対象に相当する固定資産税の２分の１が減額されます。 
《減額される期間》 

ア．一般の住宅（イ以外の住宅） ‥‥‥‥‥‥ 新築後５年度分 
イ．３階建て以上の中高層耐火住宅等 ‥‥‥‥ 新築後７年度分 

 
※この減額措置は、実質的には従来から適用しています新築住宅特例を、一般住宅（３→５年）・中

高層耐火住宅（５→７年）と各々２年延長するものとなっています。 
※この申告書は、地方税法附則第１５条の７第１項、第２項の規定の適用を受けようとする人から、

同法同条第３項の規定により新築された日から翌年１月３１日までに提出いただくものです。 
 
○ご不明な点は、下記までお問い合わせください。 
〒584-8511 富田林市常盤町１-１ 
富田林市 総務部 課税課 資産税係 
電話.0721-25-1000 内線 113～116  FAX.0721-20-2012 

 
 
 
 
 
-------  処 理 欄  ------------------------------------------------------------------- 

認定長期優良住宅と認め減額（ 決定 ・ 却下 ）してよろしいか。 

却下理由（                                        ） 

課長 参事 課長補佐 主幹 処理 文書管理 

 年月日 担当 収受日 Ｈ   ．  ． 
        

調 査 Ｈ   ．  ．   供覧日 Ｈ   ．  ． 

文書主任 係長 主査 係員 端 末 Ｈ   ．  ．   起案日 Ｈ   ．  ． 

名寄帳 Ｈ   ．  ．   決裁日 Ｈ   ．  ． 

決

 

裁 

        
          

  


